
障害者支援に係る生活衛生関係営業許可申請手数料等の減免制度について 

 

１  概要                                              

障害者の生活介護・就労支援等に係る事業者等が、障害者に生産活動その他の機会を提供する等

の目的のために行う食品衛生関係営業及び環境衛生関係営業（以下、「生活衛生関係営業」という。）

について、営業許可申請等に係る手数料を減免します。（平成 30 年４月１日～） 

 

２  減免する手数料の範囲                                      

横浜市手数料条例第２条第 21 号、26 号から 30 号、33 号及び 36 号から 38 号に掲げる手数料  

           

横浜市手数料条例 

第２条 
手数料名 

21 号 興行場の経営の許可申請手数料 

26 号 旅館業許可申請手数料 

27 号 旅館業許可承継承認申請手数料 

28 号 浴場業許可申請手数料 

29 号 理容所又は美容所の検査手数料 

30 号 クリーニング所の検査手数料 

33 号、36 号～38 号 食品営業許可申請手数料 

 

３  適用条件                                             

減免の対象となる生活衛生関係営業は、障害者の生活介護・就労支援等に係る事業者が行う 

次に掲げるものとなります。 

 

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第７項、13 項及び 14 項に 

規定する障害福祉サービスを行う事業所、及び同条第 27 項に規定する地域活動支援センターに 

おける生活衛生関係営業であって、障害者に生産活動その他の機会を提供するために行うもの 

(2)横浜市障害者地域活動ホーム事業要綱に規定する障害者地域活動ホームにおける生活衛生関係

営業であって、障害者に生産活動その他の機会を提供するために行うもの 

(3)横浜市ふれあいショップ事業実施要綱に規定するふれあいショップにおける生活衛生関係営業 

(4)学校教育法第１条に規定する特別支援学校における生活衛生関係営業であって、障害者に自立

を図るための必要な知識技能を習得させるために行うもの 

(5)その他健康福祉局長が認めたもの 

 

４  手続きの流れ                                          

 

 

 

(1)減免申請・・・・減免を受けようとする営業施設の存する区の福祉保健センター生活衛生課に 

減免申請書を提出してください。 

          減免を受けようとする施設が「３ 適用条件 (1)」に該当する場合は、 

健康福祉局障害企画課が発行した指定書又は健康福祉局障害支援課が発行した

事業者登録完了通知書の原本を提示し、写しを添付してください。 

 

(2)減免承認・・・・ 減免が承認されると、減免申請書を提出した窓口で減免承認書が交付されます。 

 

(3)許可申請手続・・許可申請手続の際には、減免承認書の原本を提示してください。 

 

 

 

 

減免申請は、必ず営業許可等申請の前に行ってください！！ 

(3)営業許可等申請手続 (2)減免承認 (1)減免申請 

環境衛生関係営業 

食品衛生関係営業 



５ 記入例                                              

記載上の注意 

１．申請書は黒又は青のペン、ボールペンを使用してください。（鉛筆書きは不可） 

２．印鑑は必要ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ お問合わせ先一覧（平日 8:45～17:00）                           

各区福祉保健センター生活衛生課 

窓口 
電話番号 

窓口 
電話番号 

食品衛生係 環境衛生係 食品衛生係 環境衛生係 

鶴見区 ５１０－１８４２ ５１０－１８４５ 金沢区 ７８８－７８７１ ７８８－７８７３ 

神奈川区 ４１１－７１４１ ４１１－７１４３ 港北区 ５４０－２３７０ ５４０－２３７３ 

西区 ３２０－８４４２ ３２０－８４４４ 緑区 ９３０－２３６５ ９３０－２３６８ 

中区 ２２４－８３３７ ２２４－８３３９ 青葉区 ９７８－２４６３ ９７８－２４６５ 

南区 ３４１－１１９１ ３４１－１１９２ 都筑区 ９４８－２３５６ ９４８－２３５８ 

港南区 ８４７－８４４４ ８４７－８４４５ 戸塚区 ８６６－８４７４ ８６６－８４７６ 

保土ケ谷区 ３３４－６３６１ ３３４－６３６３ 栄区  ８９４－６９６７ 

旭区 ９５４－６１６６ ９５４－６１６８ 泉区  ８００－２４５１ 

磯子区 ７５０－２４５１ ７５０－２４５２ 瀬谷区 ３６７－５７５１ 

 

法人の場合は名称と役職名も

記入してください 

営業施設で行う事業内容について、 

具体的に記入して下さい。 

例：就労に必要な知識及び能力向上の 

訓練の場としての飲食店営業 

営業の種類や、新規申請・ 

更新申請によって違います。

ご相談ください 

法人の場合は登記上の法人 

所在地を記入してください 


